
【法第２８条第１項関係 「前事業年度の事業報告」】 

令和５年度事業報告書 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

特定非営利活動法人らしく 

理事長 甲斐 圭子 

 

１ 事業の成果 

ひとり親家庭の貧困率は 50％程度と高く、平時から余裕のない生活をしていたが、コロナ後

も物価高騰により困窮状態が長期化している。全国的にみても、弊団体のような支援団体も長

期化する支援のために資金不足や人手不足等の課題を抱えながら待ったなしの支援を継続して

いる。 

みやこのじょうこども宅食運営事業では、多様な困難を背景に抱えた世帯の申し込みに加え、

県外から移住してきたご家庭からの生活苦による支援の申込が増加している。 

初回申込や更新時期のヒアリングでは、生活を維持する為に「食費を減らしている」ことや

「塾や習い事に行けない」など、子どもの精神面にも大きく影響を与えていると感じることが

多い。各家庭の現状は、ケースに応じて関係機関にも共有を行い、連携を行っているものの、

有償や無償のボランティアの動きでは、これ以上は難しいと限界を感じている。それでも、子

どもの成長は待ったなしの状態である為、就労などの情報や、学費の援助として給付金等の情

報提供も随時行っている。 

フードバンクみやこのじょう運営事業では、県内外のフードバンク事業者へ視察や、県フー

ドバンク協議会の設立に向けた協議、オンラインによる勉強会を開催した。 

県内のスーパー5 社とフードバンク協議会設立準備会で協定を結び、食品ロスを集める取り

組みとしてフードドライブを毎月実施することが出来た。これをきっかけに市内のスーパーで

もフードドライブが始まり、食品ロスへの関心も高まった。集まった食品は、弊団体が管理し、

県西地区（えびの市、小林市、高原町、三股町、都城市）と広域で連携体制を作り、食品の循環

を行っている。 

学習支援事業は、今年度より、都城市が社会福祉協議会へ委託している「子どもの生活・学習

支援事業」へ参加することが出来、運営が安定的に行えるようになった。 

弊団体は基本、小中学生を対象として実施しているが、今期も自宅で勉強する場所がない高

校生も参加した。また小中と兄弟で参加しているご家庭もあり、送迎の関係で、開設日のどち

らに参加しても良いこととした。講師陣は、教員 OB、塾講師、大学生、社会人の学習支援プレ

イヤーの協力のもと、進学時の面接の練習や作文の添削等も交えて実施した。今年度も皆、希

望の高校へ進学することが出来た。 

居場所支援事業には、不登校の子供達や親御さんの相談の場として複数回お茶会を開催した。

親御さんからは継続的な開設を求められ、孤立している親御さんの心の拠り所となった。近隣

にも不登校の居場所等が増えたこともあり、子供の特性に応じて適切な居場所を紹介し繋げて

いる。 

制服バンク事業は、沖水青少年育成協議会より、沖水中学校の制服を譲り受けた。制服も状態

の良いものと悪いものとの選別や、デザインが変更となった学校の制服の処分が必要となって

きいる為、確認しながら少しずつ行っている。制服バンクの利用者は、ひとり親家庭を中心と

し社会福祉協議会から紹介を受けた移住者の方へも貸出や譲渡を行った。 



２ 事業内容 

（特定非営利活動に係る事業） 

事業名（定款に記載し

た事業） 

具体的な事業内容 ① 当該事業の 

実施日時 

② 当該事業の 

実施場所 

③ 従事者の人数 

④ 受益対象者 

の範囲 

⑤ 人数 

〇フードバンク事業 フードバンクみやこ

のじょう運営事業 

① 令和5年4月1日～

令和 6年 3月 31 日 

② 川東 BASE（都城市下

川東） 

③ ３人 

④ 都城市内と県西地

区の各支援団体 

⑤ 延べ 630 人 

〇食のセーフティネ

ット事業 

みやこのじょうこど

も宅食運営事業 

① 令和5年4月1日～

令和 6年 3月 31 日 

② 川東 BASE（都城市下

川東） 

③ 13 人 

④ 都城市内の子ども 

 と大人 

⑤ 延べ 2,256 人 

〇ICT 活用による学習

支援、就労支援事業 

ＩＴ楽習会 実施しなかった  

楽習会運営事業 ① 令和5年4月1日～

令和 6年 3月 31 日 

② 川東 BASE（都城市下

川東） 

③ 9 人 

④ 都城市内の子ども 

⑤ 延べ 596 人 

居場所・相談支援事業 居場所支援 ① 令和5年4月1日～

令和 6年 3月 31 日 

② 川東 BASE（都城市下

川東） 

③ ５人 

④ 都城市内の不登校

の子どもと親 

⑤  延べ 73 人 

リユース事業 制服バンク ① 令和5年4月1日～

令和 6年 3月 31 日 

② 川東 BASE（都城市下

川東） 

③ ２人 

④ 都城市内のひとり

親家庭の親と子 

⑤  延べ 34 人 

 

（その他目的を達成するために必要な事業） 

事業名（定款に記載し

た事業） 

具体的な事業内容 ① 当該事業の 

実施日時 

② 当該事業の 

実施場所 

③ 従事者の人数 

④ 受益対象者 

の範囲 

⑤ 人数 

〇その他の事業 キッチンカー事業 ① 令和5年4月1日～

令和 6年 3月 31 日 

② 川東 BASE（都城市下

川東） 

③ ２人 

④ 一般の方 

⑤  延べ 620 人 

 


